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土木工事積算基準
間接工事費率等の改正について

国土交通省大臣官房技術調査課

１．はじめに
　本稿では、土木工事積算基準のうち間接
工事費率等の平成24年度の改正内容につい
て、説明させていただきます。

２．土木工事の積算体系
　公共工事の積算にあたっては、標準的な
工事価格が算定できるよう実態調査を行
い、できる限り実態に沿った積算基準を整
備しています。
　公共土木工事の積算体系は、直接工事費
及び共通仮設費と現場管理費からなる間接
工事費並びに一般管理費等と消費税相当額
から構成されています。
　この中で、諸経費（共通仮設費、現場管
理費、一般管理費等）の積算は、直接工事
費、純工事費（直接工事費＋共通仮設費）、
工事原価（純工事費＋現場管理費）に各々
の諸経費率を乗じて算出する方法を用いて
います。
　共通仮設費、現場管理費並びに一般管理
費等の諸経費については、現場で必要な経
費の実態調査や企業の財務諸表の実態調査
を毎年実施し、その結果等を元に必要に応
じて諸経費の率式の改訂を行っています。

３．平成24年度諸経費率に係る改正点
⑴　建設業における社会保険未加入対策の
取り組みへの対応

　建設産業においては、下請企業を中心
に、年金、医療、雇用保険について、法定
福利費を適正に負担しない企業が存在し、

技能労働者の処遇を低下させ、若年入職者
減少の一因となっているほか、関係法令を
遵守して適正に法定福利費を負担する事業
者ほど競争上不利となる矛盾した状況が生
じています。
　平成23年６月には、建設産業戦略会議の

「建設産業の再生と発展のための方策2011」
において、行政、元請企業及び下請企業が
一体となって保険加入徹底に取り組んでい
くことが示されました。これを受け、平成
23年10月から、学識経験者、関係業界団
体、関係労働者団体で構成する「社会保険
未加入対策の具体化に関する検討会」を開
催し、対策の具体化に向けた検討を行い、
平成24年２月に法定福利費の確保について
は、「発注者が負担する工事価格に含まれ
る経費であることを周知徹底するととも
に、個別の請負契約の当事者間において見
積等から適正に考慮するよう徹底する。」
とされたところです。
　一方で、現在の公共工事の積算では、法
定福利費の事業主負担分については、予算
決算及び会計例第80条第２項の規定で「取
引の実例価格」等を考慮して定めるとされ
ていることから、間接工事費等諸経費動向
調査による法定福利費の支払い額にもとづ
き、現場管理費率式の一部として計上して
いたところです。
　今般、保険未加入企業への行政による確
認や、元請企業による下請け指導など各種
施策が平成24年度途中から具体的に実施さ
れることから、積算にあたっても、本来事



−9−

2012. 7  Vol. 21  No. 4

図
－
１
　
公
共
土
木
工
事
費
の
積
算
体
系



−10−

2012. 7  Vol. 21  No. 4

業者が負担すべき法定福利費分を適切に計
上できるように、現場管理費率式について
検討を行い、現場管理費率式を改正するこ
ととしました。
　その改訂後の率式等は、下記に示すとお
りです。

⑵　間接工事費の大都市補正
　共通仮設費は、工事の施工において共通
的に必要な経費であり、具体的には、機械
等の運搬費、工事現場の安全対策費、技術
管理費、現場事務所等の営繕費等です。こ
れら費用の多くは、直接工事費等から算出
した対象額に関する率で計算されています
が、大都市部の工事で不調・不落の多い工
事では、実態に合わないとの意見がありま
す。
　また、現場管理費は、工事監理を実施す
るために必要な経費であり、具体的には、

工事監理を行う従業員の給料手当、安全訓
練費、現場従業員の法定福利費等です。こ
れについても、対象に対する率で計算され
ていますが、同様に実態に合わないとの意
見があります。
　このため、これらの経費について、実態
調査結果に基づき、平成21年度より３大都
市（東京特別区、横浜市、川崎市、名古屋
市、大阪市の市街地）で行う鋼橋架設工
事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持
工事を対象に大都市補正を導入し、平成22
年度及び平成23年度において、その適用地
域の拡大を行ったところです。平成24年度
についても、実態調査結果に基づき適用地
区の拡大を行うこととしました。
　具体的には、埼玉県川口市及び草加市、
東京都八王子市、静岡県静岡市を新たに適
用地域として拡大するものです。
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４．「施工パッケージ型積算方式」の試行
導入について

　国土交通省では、平成16年度からユニッ
トプライス型積算方式の試行に取り組んで
きたところですが、今般、試行の結果を踏
まえ、積算効率化の一層の促進と試行の結
果から得られた課題を改良した新たな積算

方式として、「施工パッケージ型積算方式」
を平成24年10月１日以降に入札する土木工
事から試行導入することとしたところで
す。

５．終わりに
　建設投資額はピーク時から５割以上も減
少し、過当競争の激化等もあり、社会資本
整備を取り巻く状況には大変厳しいものが
あります。
　しかし、社会資本の整備、維持管理を的
確に行うためにも、実際に現場で工事に携
われられている方々の実態をより適切に反
映した積算基準とすることが、よりよい社
会資本の整備等にも重要であると認識して
おり、今後も施工の実態調査を進め、その
結果に基づき必要に応じ積算基準類を改正
するなど、工事価格の適正化を図ってまい
りたいと考えています。

　現場の責任者にとり、心の負担の最も大きなものの一つに事故

があります。人間の「心理的」「生理的」「作業的」「人と人との

関係」に関係する生身の人間のミス（ヒューマンエラー）と事故

の関係に着目し、平成12年６月の初版発行から10年を経て、新

たに海外における安全への取り組み、ヒューマンエラーの防止、

リスクアセスメントによる事故防止、5Ｓによる事故防止などを

加え改訂版を発行致しました。

改訂版
「人」から見た事故防止
　建設現場のヒューマンエラー

適用地区：札幌市、仙台市、さいたま
市、川口市、草加市、千葉市、市川
市、船橋市、習志野市、浦安市、東
京都特別区、八王子市、横浜市、川
崎市、相模原市、新潟市、静岡市、
名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、
広島市、北九州市、福岡市のうち、
施工地域の区分が市街地
対象工事区分：鋼橋架設工事、舗

装工事、電線共同溝工事、道路
維持工事

補正係数：共通仮設費で１．５、
現場管理費で１．２を直接工事
費等から算出した対象額ごとに

　求めた標準的な率に乗じるもの
とします。
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